
様式第１号（第５条関係） 

年  月  日  

鳥羽市長 宛て 

申請者 住所              

 氏名            印 

電話番号              

 

鳥羽市結婚新生活支援事業補助金交付申請書 
 
鳥羽市結婚新生活支援事業補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて次のとおり申請

します。 

婚姻届提出日  年  月  日 婚姻後の本籍地  

新居に住所を定めた日 (夫)    年   月   日 (妻)    年   月   日 

所得 
※所得年度中に貸与型奨学金を返済した場

合はその金額を控除した金額 

(夫)          円 
(合計)          円 

(妻)          円 

費用内訳 
※補助申請する項目に記

入してください。 

※支払済の費用に限りま

す。 

住居費 

（取得・ 

リフォーム） 

契約締結年月日 年   月   日 

契約金額 円 

住宅引渡日 年   月   日 

費用（Ａ）             円 

住居費 

（賃借） 

契約締結年月日 年   月   日 

 

賃料 
※住宅手当… 

事業主が従業員に

対し支給又は負担

する住宅に関する

手当 

賃 料  月額      円 

‐住宅手当 月額     円 

×支払済賃料      か月 

（  年  月～  年  月） 

＝            円 

敷金 円 

礼金 円 

共益費 月額   円× か月＝   円 

仲介手数料 円 

その他 （     ）       円 

小計（Ｂ） 円 

引越し 

引越しを 

おこなった日 
年   月   日 

費用（Ｃ） 円 

合計（Ｄ）（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 円 

令和７年度に、この事業に基づく補助を受けたことが

ある又は公的補助を受けている場合 

補助金受領額 

（Ｅ） 
円 

補助申請額（上限60万円） 
※（Ｄ）と（60万円－（Ｅ））を比較し、低い方の額を記入 

※1,000円未満の端数は切り捨てること 

円 

振込先 金融機関名 
銀行・金庫 

組合・農協 支店名 
本店・支店 

出張所 



(申請者口座) 預金の種類 普通 ・ 当座 ・ その他（       ） 

口座番号        （右づめで記入） 

口座名義 

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 

 

同意及び確認 
※該当する項目に

はレ点、該当しな

い項目には×を記

入すること。 

申請者 

□ 私は、この補助金申請の事務処理に必要な範囲において、

市が私の戸籍（婚姻届を含む。）、住民票、所得及び鳥羽市

が徴収する市税、国民健康保険税並びに水道料金等の納付状

況について閲覧又は照会することに同意します。 

□ 私は、令和７年度より前にこの補助の趣旨と同一の補助

を、受けていません。 

□ 私は、他の公的補助を受けていません。 

□ 私は、鳥羽市が徴収する市税、国民健康保険税、水道料金

等の未納はありません。 

□私は、三重県が実施するライフデザイン支援等の講座又は市

長が指定する講習会等を受講しました。  

（本人署名又は記名押印） 

申請者氏名           印 （旧姓     ） 

生年月日    年  月  日（婚姻日の年齢   歳） 

配偶者 

□ 私は、この補助金申請の事務処理に必要な範囲において、

市が私の戸籍（婚姻届を含む。）、住民票、所得及び鳥羽市

が徴収する市税、国民健康保険税並びに水道料金等の納付状

況について閲覧又は照会することに同意します。 

□ 私は、令和７年度より前にこの補助の趣旨と同一の補助

を、受けていません。 

□ 私は、他の公的補助を受けていません。 

□ 私は、鳥羽市が徴収する市税、国民健康保険税、水道料金

等の未納はありません。 

□私は、三重県が実施するライフデザイン支援等の講座又は市

長が指定する講習会等を受講しました。  

（本人署名又は記名押印） 

配偶者氏名           印 （旧姓     ） 

生年月日    年  月  日（婚姻日の年齢   歳） 

添付書類 

必須 

□ 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本 

□ 令和７年所得課税証明書（夫婦それぞれのもの） 

□ 対象経費の確認ができる資料（契約書及び領収書）の写し 

□ 本人の口座が特定できるもの（通帳やキャッシュカードの

写し） 

該当する 

場合 

□ 対象所得の年中に貸与型奨学金を返済したことが分かるも

の（貸与型奨学金を返済した場合） 

□ 前年度の鳥羽市結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書

の写し 

□ その他（               ） 

 


